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津市訓令第１０号  

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員防災ユニフォーム貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。 

  令和７年１１月１０日                                  

                                    

                      津市長 前 葉 泰 幸             

                                    

   津市職員防災ユニフォーム貸与規程の一部を改正する訓令 

 津市職員防災ユニフォーム貸与規程（平成２８年津市訓令第６号）の一部を

次のように改正する。 

 別表被災地救援活動に派遣される職員で市長が必要と認めるものの項中「上

下１着」を「上下２着以内」に改める。 

   附 則                              

 この訓令は、公布の日から施行する。 



津市告示第２６３号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５１条の２０第１項の規定による指定特定相談支援事業者

を次のとおり指定したので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律第５１条の３０第２項の規定により告示する。 

令和７年１１月１２日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

 

１ 事業者の名称 

  有限会社クレイン 

２ 事業所の名称 

  相談支援事業所みらいず 

３ 事業所の所在地 

  津市久居東鷹跡町２７１番地２ 

４ 指定年月日 

令和７年１１月１日 

５ 指定事業の種類 

特定相談支援 

６ 事業所番号 

  特定相談支援事業所 ２４３０５０２９５１ 



津市告示第２６４号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条の規定に基づき撤去し、保管し

ている自転車について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示す

る。 

 令和７年１１月１３日 

 

            津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日     

久居新町地内 １ 令和７年８月１４日 

久居野村町地内 １ 令和７年８月１８日 

久居東鷹跡町地内 １ 令和７年８月２７日 

白塚町地内 １ 令和７年１０月３日 

小舟地内 １ 令和７年１０月３日 

久居野村町地内 １ 令和７年１０月７日 

高茶屋小森上野町地内 １ 令和７年１０月７日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 ３ 令和７年１０月８日 

ポルタひさい公共自転車等駐車場 ３ 令和７年１０月８日 

久居駅東口公共自転車等駐車場 １ 令和７年１０月８日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 ７ 令和７年１０月１５日 

柳山津興地内 １ 令和７年１０月１５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 令和７年１０月２０日 

白塚町地内 １ 令和７年１０月２２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和７年１０月２４日 

津駅東口自転車等放置禁止区域 １ 令和７年１０月３０日 

津新町駅南公共自転車等駐車場 ９ 令和７年１０月３０日 

津新町駅南第三公共自転車等駐車場 ５ 令和７年１０月３０日 

津新町駅南第二公共自転車等駐車場 ３ 令和７年１０月３０日 

津新町駅北公共自転車等駐車場 ７ 令和７年１０月３０日 

高茶屋駅南公共自転車等駐車場 １３ 令和７年１０月３０日 



２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２６５号 

 下記の者の令和７年度軽自動車税種別割納税通知書は、住所居所不明のため

送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部市民税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和７年１１月１３日       

  

津市長 前 葉 泰 幸    

  

記 

 

送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○ 令和７年度軽自動車税種別割納税通知書                                                                                                    

 



津市公告第１６２号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３５条第３項の規定に基づく負傷動物の引取りについて通知があ

りましたので公告します。 

  令和７年１１月５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 負傷動物の特徴 

収容日 保護した

場所 

動物種及び

種類 

毛色等 性別 体格 年齢 その他 

令和７年

１１月２

日 

津市 

藤方 

 

猫（雑種） 茶トラ メス 小 子猫  

令和７年

１１月２

日 

津市 

藤方 

猫（雑種） サビ オス 小 子猫  

２ 収容期間 令和７年１１月６日まで 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第１６３号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  令和７年１１月５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定に係る道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日 

令和７年１１月４日 

３ 指定道路の位置 

  津市川方町字里ノ内４２２番２５ 

４ 指定道路の延長及び幅員 

⑴ 延長 

 Ａ ２３．７メートル 

⑵ 幅員 

  Ａ ６．０メートル 



津市公告第１６４号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  令和７年１１月５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 指定に係る道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日 

令和７年１０月３０日 

３ 指定道路の位置 

  津市久居東鷹跡町２７９番１４ 

４ 指定道路の延長及び幅員 

⑴ 延長 

 Ａ ３０．６２メートル 

⑵ 幅員 

  Ａ ５．０メートル 



津市公告第１６５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和７年１１月１２日 

 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 工事完了年月日 

  令和７年１１月５日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

 津市桜田町２０番６ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市押加部町１０番３０号 

  株式会社ジオ 

  代表取締役 櫻井 洋 

 



津市公告第１６６号 

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３５条第３項の規定に基づく負傷動物の引取りについて通知があ

りましたので公告します。 

  令和７年１１月１４日 

 

津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 負傷動物の特徴 

収容日 保護した

場所 

動物種及び

種類 

毛色等 性別 体格 年齢 その他 

令和７年

１１月 

１２日 

津市 

南が丘 

２丁目 

猫（雑種） 白 メス 大 成猫  

２ 収容期間 令和７年１１月１８日まで 

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話番号０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所衛生指導課 

        電話番号０５９－２２３－５１１２ 



津市上下水道事業公告第４３号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津

市規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

  令和７年１１月１０日 

 

              津市上下水道事業管理者 松 下 浩 己   

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 入札に付する事項 

⑴ 件名 

令和７年度水施担第１－２６号 

片田浄水場かん速ろ過池（８号池）補砂業務委託 

⑵ 業務委託の概要 

   片田浄水場のかん速ろ過池（８号池）補砂業務 

 ⑶ 業務場所 

津市片田志袋町地内 

⑷ 履行期間 

  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

２ 入札参加者に必要な資格 

  参加資格要件は、下記の事項の全てに該当する者とします。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者 

 ⑵ 本公告日において、津市競争入札参加資格者名簿（物品・業務委託）に、

「施設運営・管理（上水道施設）」又は、「機械設備保守点検（上水道設

備）」を希望業種とし、本市の区域内に本店又は支店若しくは営業所等を

有する者。 

 ⑶ 本件の公告から入札時までの期間において、本市から指名停止を受けて 

いない者。 

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立 

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申 

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行 

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４ 

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開 

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再 

生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始 

の申立てがなされた者のうち再生計画又は更生計画が認可された者を除き 

ます。 

 ⑸ 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

い者 

 ⑹ 官公庁等で発注され、過去１０年間（平成２７年度以降）に履行が完了



した次の業務の履行実績を有する者 

   浄水場のかん速ろ過池（１池の面積７２０平方メートル以上）の人力に

よる補砂実績。（補砂とは、砂ろ過層の古い砂全て取り出した後に、砂を

洗浄し、洗浄した砂で規定の厚みの砂ろ過層を形成し直し、表層面を水平

かつ均等に均すこと。） 

３ 本件入札の参加申込みに係る書類の配布 

  仕様書、仕様書に関する質問書等については、津市ホームページ当該入札

記事内からダウンロードしてください。 

４ 入札に係る仕様書に関する質問及び回答 

 ⑴ 質問書の提出期限等 

  ア 提出期限 

    令和７年１１月１４日（金）午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒５１４－００７５ 津市片田志袋町７１５－１ 

    津市片田浄水場１階 上下水道事業局水道施設課浄水担当 

  ウ 提出方法 

    仕様書等に関する質問書に質問内容を記入の上、提出場所に持参又は

ＦＡＸ（ＦＡＸ番号０５９－２３７－００７８）により提出してくださ

い。 

    なお、代表者氏名については自署又は記名と押印（入札参加資格審査

申請使用印鑑届出印又は実印）とします。 

  エ その他 

    電話、口頭等による質問や提出期限を提出された質問書及び押印のな

い質問書は受け付けません。また、ＦＡＸの場合は電話での到着の確認

を必ず行ってください。 

 ⑵ 質問に対する回答 

  ア 回答期日 

    令和７年１１月１８日（火） 

  イ 回答方法 

    津市ホームページ当該入札記事内において公開します。（質問者名は

非公開とします。）また、意見の表明と解されるものについては、回答

しない場合があります。 

    なお、入札後において仕様書等についての不明を理由とした異議の申



し立てはできず、回答に対する再度の質問は原則認めませんので、質問

書には質問内容を明確に記載し提出してください。 

５ 入札参加資格の確認等 

本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるところに

より書類等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。提出

期間内に当該書類等を提出しない者又は本件入札の参加資格を有することが

認められなかった者は、本件入札に参加することはできません。 

⑴ 提出期間 

令和７年１１月２０日（木）まで（土曜日・日曜日を除く。）の午前８

時３０分から午後５時１５分まで 

   ※この期限を過ぎて提出された申請書類は受理しません。 

 ⑵ 提出場所 

   〒５１４－００７５ 津市片田志袋町７１５－１ 

津市片田浄水場１階 上下水道事業局水道施設課浄水担当 

 ⑶ 提出方法 

持参によることとし、その他の方法は認めません。 

⑷ 提出書類 

  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 

  イ 宣誓書 

  ウ 業務実績届出書及び添付書類（当該実績に係る業務委託契約書（業務

内容が確認できる仕様書を含む。）及び業務の完了が確認できる書類）

の写し 

⑸ 本件入札の参加資格の確認結果の通知 

    本件入札の参加資格の確認結果は、令和７年１１月２５日（火）まで

に発送する条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書（第６号様式）

により通知するものとします。 

６ 入札及び開札の日時場所 

⑴ 日時 

   令和７年１１月２８日（金）午後１時３０分 

 ⑵ 場所 

   津市殿村５番地 津市上下水道庁舎２階 入札室 

７ 入札保証金及び契約保証金 

 ⑴ 入札保証金 



   免除 

 ⑵ 契約保証金 

   契約を締結する際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付

しなければなりません。ただし、津市契約規則第２８条第１項各号のいず

れかに該当する場合は免除とします。 

８ 入札の無効 

  津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第

１９号各号及び津市条件付一般競争入札参加者心得第４各号のいずれかに該

当する入札は、無効とします。 

９ その他の注意事項 

 ⑴ 入札にあたっては、指定の入札書を使用し、仕様書に基づく入札金額等

を鮮明に表示し、封筒（条件付一般競争入札参加者心得参照）に入れ、貼

合わせ部分に３箇所の封印をしてください。 

 ⑵ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の額を含めないものと

します。 

⑶ 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地 

方消費税分に相当する額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てる。）

をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課 

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額か 

ら当該金額の消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に 

記載してください。 

   なお、落札は予定価格の範囲内において、最低価格入札者とし、最低価

格入札者が２者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定するものとし

ます。 

 ⑷ 初度の入札で予定価格に達しなかった場合、再度入札を行う場合があり

ます。 

 ⑸ この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 ⑹ 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、

入札を延期又は中止することがあります。 

なお、入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用その他

入札に係る一切の費用は補償しません。 

 ⑺ その他、入札の参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留

意の上、入札を行ってください。 



担当課（問い合わせ先） 

津市上下水道事業局水道施設課片田浄水場 

電話番号 ０５９－２３７－００５８ 

ＦＡＸ  ０５９－２３７－００７８ 



津市教育委員会告示第１１号 

 教育委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年１１月７日 

 

  津市教育委員会教育長 森   昌 彦   

 

１ 招集の日時  

令和７年１１月１４日（金） 午前１０時３０分から 

２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室 

３ 会議の事件  

⑴ 令和７年度津市一般会計補正予算（第７号）＜教委所管分＞について 

⑵ 工事請負契約について（津市南郊公民館新築工事） 

⑶ 損害賠償の額の決定について 

⑷ 津市立学校設置条例の一部の改正について 

⑸ 令和８年津市二十歳のつどいの実施計画について 

 

 



津市教育委員会告示第１２号 

 教育委員会を次のとおり招集する。 

  令和７年１１月７日 

 

  津市教育委員会教育長 森   昌 彦   

 

１ 招集の日時  

令和７年１１月１９日（水） 午後２時３０分から 

２ 招集の場所  

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室 

３ 会議の事件  

⑴ 令和８年度小中学校・義務教育学校教職員人事異動基本方針について 

 

 



津市選挙管理委員会告示第６８号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項の規定により、

選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について、次のとおり公表する。 

令和７年１１月４日 

 

津市選挙管理委員会 

委員長 磯 部 憲 夫 

 

１ 閲覧状況の期間 

  令和６年１１月１日から令和７年１０月３１日まで 

２ 閲覧状況 

  別添のとおり 

 



申出者の氏名 主たる事務所の所在地 委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 閲覧年月日

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

東京都中央区銀座5丁目15番8号
国立大学法人筑波大学
人文社会系

「現代日本の平等について市民アン
ケート」の実施の対象者抽出ため

香良洲町より　30件 令和6年11月12日

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

東京都中央区銀座5丁目15番8号 公益財団法人明るい選挙推進協会
「第50回衆議院総選挙に関する意識調
査」の実施の対象者抽出のため

久居桜が丘町より　１７件 令和6年11月12日

一般社団法人新情報センター
事務局長　山本恭久

東京都渋谷区恵比寿１丁目19番15号
総務省統計局統計調査部
消費統計課

「家計消費状況調査」の調査票送付対
象者抽出のため

野田、半田、久居野村町より
150件

令 和 7 年 1 月 22 日

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

東京都中央区銀座5丁目15番8号 NHK報道局選挙プロジェクト
「投票行動とメディアに関する世論調査」
の実施の対象者抽出ため

美川町より　12件 令 和 7 年 2 月 4 日

読売新聞東京本社編集局世論調査
部　世論調査部長　杉田　義文

東京都千代田区大手町1-7-1
有権者対象に実施する世論調査に係る
対象者抽出のため

第26投票区より　45件 令 和 7 年 4 月 25 日

一般社団法人新情報センター
事務局長　山本恭久

東京都渋谷区恵比寿１丁目19番15号
総務省統計局統計調査部
消費統計課

「家計消費状況調査」の調査票送付対
象者抽出のため

半田、久居小野辺町より
150件

令 和 7 年 5 月 20 日

政治連盟三重隊友絆の会
奥村佳明

津市柳山津興1488-20
選挙運動通常葉書の宛名を確認するた
め

（自衛隊駐屯地）
久居新町、榊原町、白山町
より　418件

令 和 7 年 6 月 17 日

政治連盟三重隊友絆の会
奥村佳明

津市柳山津興1488-20
選挙運動通常葉書の宛名を確認するた
め

（自衛隊駐屯地）
久居新町、榊原町、白山町
より　60件

令 和 7 年 6 月 27 日

一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

東京都中央区銀座5丁目15番8号 公益財団法人明るい選挙推進協会
「第27回参議院議員通常選挙に関する
意識調査」の実施のための対象者抽出
ため

安濃町より　17件 令 和 7 年 8 月 4 日

株式会社ベイリサーチセンター
代表取締役　藤澤士朗

東京都荒川区西日暮里2-40-10 株式会社日経リサーチ
「経済や政治、社会問題などに関する有
権者の意識調査（日本経済新聞郵送調
査）」の対象者抽出のため

白山町二本木より　15件 令 和 7 年 8 月 20 日

一般社団法人　共同通信社
社長　水谷　亨

東京都港区東新橋1-7-1
日本世論調査会・共同通信社　世論調
査の対象者の抽出のため

第107，43，52，59投票区より
48件

令 和 7 年 9 月 16 日

日本共産党三重県津市委員会
滝　勝博

津市船頭町津興3391
選挙運動通常葉書の宛名を確認するた
め

第6,７,8,9投票区より
1,102件

令 和 7 年 9 月 18 日

選挙人名簿の抄本の閲覧状況（閲覧期間：令和6年11月1日～令和7年10月31日）
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申出者の氏名 主たる事務所の所在地 委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 閲覧年月日

選挙人名簿の抄本の閲覧状況（閲覧期間：令和6年11月1日～令和7年10月31日）

中野　裕子
選挙運動通常葉書の宛名を確認するた
め

市内全域より　239件 令 和 7 年 9 月 18 日

株式会社日本リサーチセンター
代表取締役　杉原領治

東京都中央区新川1-17-25 国立大学法人大阪大学
「日本の民主主義と選挙に関する全国調
査」の対象者抽出のため

一志町井関、大仰、高野より
60件

令 和 7 年 9 月 19 日

中野　裕子
選挙運動通常葉書の宛名を確認するた
め

市内全域より　272件 令 和 7 年 9 月 26 日

日本共産党三重県津市委員会
滝　勝博

津市船頭町津興3391
選挙運動通常葉書の宛名を確認するた
め

第6,７,8,9投票区より
1,965件

令 和 7 年 10 月 1 日

日本共産党三重県津市委員会
滝　勝博

津市船頭町津興3391
選挙運動通常葉書の宛名を確認するた
め

第6,７,8,9投票区より
2,050件

令 和 7 年 10 月 2 日

読売新聞東京本社編集局世論調査
部　世論調査部長　大田　健吾

東京都千代田区大手町1-7-1
有権者対象に実施する世論調査に係る
対象者抽出のため

第17投票区より　45件 令 和 7 年 10 月 7 日

一般社団法人新情報センター
事務局長　山本恭久

東京都渋谷区恵比寿１丁目19-15
総務省統計局統計調査部
消費統計課

家計消費状況調査に係る対象者抽出の
ため

第19,20,37,23,71,72，
74，109投票区より　200件

令 和 7 年 10 月 9 日

株式会社エム・アールビジネス
代表者　櫛谷　忠則

大阪市中央区備後町2-4-9 三重県政策企画部企画課企画班
「みえ県民１万人アンケート業務」の対象
者抽出のため

市内全域より　1,545件 令和7年10月14日

日本共産党三重県津市委員会
滝　勝博

津市船頭町津興3391
選挙運動通常葉書の宛名を確認するた
め

第6,７,8,9投票区より
2,327件

令和7年10月20日

佐藤　知子
選挙運動通常葉書の宛名を確認するた
め

第11,12投票区より　320件 令和7年10月23日

以下余白
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津市選挙管理委員会告示第６９号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２において準用する

同法第２８条の４第７項の規定により、在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況に

ついて、次のとおり公表する。 

令和７年１１月４日 

 

津市選挙管理委員会 

委員長 磯 部 憲 夫 

 

１ 閲覧状況の期間 

  令和６年１１月１日から令和７年１０月３１日まで 

２ 閲覧状況 

  なし 


